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ID: 0425 

担当部署: 経済観光部 観光政策課 

処分の概要 使用料の徴収 

例 規 名 

根 拠 条 項 
長門市長門湯本温泉駐車場条例 第7条 

例 規 番 号 平成31年条例第3号 

【根拠条文】 

(使用料) 

第7条 市は、有料施設の使用につき、有料施設を使用する者(以下「使用者」という。)から別表

第2に掲げる基準額に相当する額の使用料を徴収する。  

2 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、定期

駐車の使用許可を受けている者に対し、利用していない月にかかる定期駐車の使用料の範囲内

でこれを返還することができる。  

(1) 第5条の規定により、駐車場の全部の供用を休止したとき。   

(2) 定期駐車の使用許可期間の開始日前に、当該定期駐車に係る使用許可の取下げの申請があっ

たとき。  

(3) 定期駐車の使用許可期間の満了日の1箇月前までに使用許可期間変更の申請があり、これに

対する許可を受けたとき。  

(4) 前 3 号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。 

 

【基準】 

根拠条文及び別表第 2 並びに別表第 3 による。 

別表第 2(第 7 条、第 18 条関係)  

施設名 利用区分 基準額 

自動車駐車場 
全幅 2.5m、全長 5m、全高 2.5m 未満の

普通自動車 

1 時間につき 200 円  

1 箇月につき 6,000 円(定期駐車) 

バス駐車場 
 

1 時間につき 1,000 円 

バイク駐車場 

自動二輪車  

原動機付自転車  

自転車  

無料 

備考  

1 使用時間が 1 時間に満たない端数があるときは、その端数時間は、1 時間として計算す

る。  

2 定期駐車の 1 箇月は、月の初日から当該月の末日までとする。  

3 利用区分の欄に掲げる車両の種類は、道路交通法第 2 条及び第 3 条並びに道路交通法

施行規則(昭和 35 年総理府令第 60 号)第 2 条の表に規定する種類をいう。 
 

備考  

指定管理者による利用料金制度を適用 

設 定 年 月 日  令和 2 年 1 月 15 日 最終変更年月日   

 


